
野木町空き家バンクの流れ 

空き家をお持ちの方（貸し手・売り手） 

野木町内に所有している空き家の登録を希望される

方は、「空き家バンク登録申請書」(様式第１号)に必要

事項をご記入頂き、必要書類を添付の上、町政策課移

住定住促進班に提出してください。 

 

 

町による所有者・現地調査後、町と協定を結んでい

る栃木県宅地建物取引業協会に所属する推薦不動産業

者の担当者が調査を行います。 

登録対象物件と認定した場合に、「空き家バンク登録

台帳」(様式第 2 号)への登録を行います。 

（所有者の方の立会いをお願いいたします。また、調査の結

果、空き家バンクへの登録ができない場合もあります。） 

 

空き家バンクに登録された物件情報を、町ホームペ

ージ、その他のウェブサイト及び町政策課移住定住促

進班の窓口等で提供します。 

 

 

利用希望の申込みがあった場合、物件登録者へ町か

ら連絡します。物件担当不動産業者＊1の媒介により交

渉・契約をして頂きます。成約の際には町へ「成約報

告書」(様式第 7 号)を提出してください。 

（業者による媒介には、所定の媒介手数料が必要となります。） 

 

*1 町と協定を結んでいる「栃木県宅地建物取引業協会」が推薦した媒介業者 

※ 町は、情報の提供や必要に応じて連絡等は行いますが、賃貸または売買の交渉・契約には関与しません。 

※ 町は、「空き家バンク」への登録を通じて得られた情報について、利用目的に従って利用し、他の目的で使用

することはありません。 

 

物件の登録受付 

（※フロー図番号①） 

登録台帳への登録 
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物件情報提供 
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物件の交渉 
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